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研究要旨 

目的：本研究の目的は、経済的要因による栄養課題の解決に向けた食環境整備に寄与すること

である。具体的には、（１）生活状況を踏まえた栄養・食生活の実態分析をする、（２）国内

外の効果的な取組事例を収集する。（３）これらの結果をふまえ、栄養課題の解決に向けた食

環境整備の取組を進めるため、自治体、市民社会、食品関連事業者・メディア等の事業者がそ

れぞれ利用可能な支援ガイド等を作成することを目的とした。加えて（４）情報の蓄積、見え

る化、分析を行う手法の提言を行う。 

結果：  

項目１：自治体が保有する生活保護制度利用者のデータ分析から、生活保護制度を利用してい

る高齢男性について共食が多いほど食品の多様性が高かった。また、生活保護利用以前から不

健康な生活習慣が形成されている実態が示された（西岡）。2017年度から2021年度に厚生労働

省が実施した「社会保障生計調査」の分析より、生活保護利用世帯の実収入総額における食料

の合計支出額の割合は、2017年度～2021年度で有意な変化は認められなかった。内訳別では、

穀類・調理食品・外食の割合の有意な減少と、菓子類と酒類の割合の有意な増加がみられた。

2019年「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」と「社会保障生計調査」を連結したデー

タベースを用い、食費の食品群別支出と関連する要因を分析し、調理家電製品（電子レンジ）

を保有する世帯では魚介類、肉類等の健康に資する食品の購入量が多かった（堀川）。 

項目２：国内の先進事例から、支援者が使用するニーズを的確に把握するアセスメントツー

ル、同じ予算でもより栄養価の高い食材等を準備・配布するための資料等、利用者が提供され

た食品を活用できるレシピ配布等が有用と考えられた。利用者に対しては子どもたちが最低限

の調理スキルを身に付けられるようにするためのツールのニーズがある。海外の事例では、食

品の提供と同時に、食品の表示の整備、食品の選択方法や料理スキルの教育が実施されてい

た。日本の生活保護制度、生活困窮者自立支援事業の実態調査から、食生活支援の介入の可能

性がある事業は、自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業、子どもの学習支

援事業であった。各種事業の初回面談時に口頭での食事状況は把握されていたが、シートでの

把握と把握結果の活用は少なかった。食生活支援として生活保護制度は健康管理支援事業、生

活困窮者自立支援事業ではフードバンク等の食料支援につないでいる団体は多かったが、食育

等のスキル支援は少なかった。 

項目３：項目２の結果を踏まえ、支援ガイド・ツールを作成した。第１章自治体での食生活支

別添３ 
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援環境づくり（太田）、第２章子どもの居場所等における食スキルの支援環境づくり（坂

本）、第３章食品事業者等における食生活支援環境づくり（小林）。 

項目４：自治体の福祉部門、保健部門、教育部門等が保有するデータを提示、それらを連結し

て分析する方法と実際の事例を示した（村山、西岡）。 

結論：国、自治体が保有する生活保護受給者のデータ分析を行い、生活保護受給者の健康、食

生活の特徴を示した（項目１）。令和5年度の実態把握と事例収集を踏まえ、社会経済的要因

による食環境整備のための支援ガイド、ツールを作成し、Webサイトへの掲載を行った（項目

２、３）。自治体が保有する生活困窮者の健康・食生活に関するデータを用いた分析手法と事

例を提示した（項目４）。これらにより、経済的要因による栄養課題の解決に向けた食環境整

備に寄与した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A．研究目的 
健康日本 21（第二次）および健康日本 21

（第三次）では、健康寿命の延伸と健康格差

の縮小が基本的方向の１つとして掲げられ

ている。本研究の目的は、経済的要因による

栄養課題の解決に向けた食環境整備に寄与

することである。具体的には、（１）生活状

況を踏まえた栄養・食生活の実態分析をす

る、（２）国内外の効果的な取組事例を収集

する。（３）これらの結果をふまえ、栄養課

題の解決に向けた食環境整備の取組を進め

るため、自治体、市民社会、食品関連事業

者・メディア等の事業者がそれぞれ利用可

能な支援ガイド等を作成することを目的と

した。加えて（４）情報の蓄積、見える化、

分析を行う手法の提言を行う。 
 

Ｂ．方法 
１．生活状況を踏まえた栄養・食生活の実

態分析（西岡、堀川） 
１）生活保護制度利用者の生活実態把握 
（西岡） 
令和 5 年度：2022 年の日本老年学的評価

研究の横断データ（65 歳以上の高齢者 18、
262 人）を用いた。目的変数には、食品多様

性スコアを用いた。説明変数には、生活保護

制度の利用を用い、共食習慣の有無による

交互作用を検証した。社会経済的・生物学的

要因等を調整した一般化線形モデルを用い

て関連性を解析した。 
令和 6 年度：生活保護利用者の生活実態

について、A 市で 2018〜2023 年度に健康

診査を受診した 30 代生活保護利用者の健

診および問診票データを分析し、非利用者

との比較を行った。 
 
２）経済的困難層の食生活実態把握（堀川） 
令和 5 年度：2017 年度から 2021 年度に

厚生労働省が実施した「社会保障生計調査」

において、調査対象年度の全月で家計記録

を実施し、1 か月分に平均化した実収入総

額が最低生活費を超えた 3、962 世帯を解析

対象とした。各年度について、1 か月分に平

均化した実収入総額における食料の支出額

の割合を算出した。 
令和 6 年度：生活保護利用世帯のうち、

研究分担者 
西岡大輔 大阪医科薬科大学・講師 
堀川千嘉 新潟県立大学・講師 
坂本達昭 熊本県立大学・准教授 
小林知未 武庫川女子短期大学・ 

准教授 
太田亜里美 新潟県立大学・教授 
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2019 年度に「社会保障生計調査」で得られ

た 1 か月あたりの実収入の平均値が最低生

活費を超えた世帯、かつ、同年度の「家庭の

生活実態及び生活意識に関する調査」にお

いて調理家電製品の所有有無と食行動に関

する質問に回答した、726 世帯を対象とし

た。統計解析は、各年度の 1 か月分に平均

化した実収入および食料を含む実支出を目

的変数、各家電製品の所有有無および各食

行動の実施有無を説明変数として線形回帰

分析を行った。 
 

２．国内外の効果的な取組事例の収集（坂

本、小林、太田） 
１）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた国内の効果的な取組事例の収集

（坂本） 
国内の自治体や NPO 等において実施さ

れている取組をメディアやインターネット

などに公開された情報から収集した。参考

になると思われる取組事例をリスト化し、

協力が得られた団体から視察・聞き取りを

行った。 
 
２）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた海外の取組事例の収集（小林） 
①アメリカにおける取組について、

Supplemental Nutrition Assistance 
Program(SNAP) 及 び SNAP-Education 
Program(SNAP-Ed プログラム)、Special 
Supplemental Nutrition Program for 
Women、 Infants、 and Children (WIC)、
WIC Farmers' Market Nutrition Program 
(FMNP))について事例を収集した。②EU
諸国における取組では、特に、FEAD(欧州

困窮者援助基金)の事例を収集した。③イギ

リスにおける取組について事例を収集した。 
 
３）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた地域システムの検討：生活保護制

度、生活困窮者自立支援事業における効果

的な栄養・食生活支援の場の検討（太田） 
被保護者への健康管理支援を行っている

福祉事務所（1250 件）、生活困窮者の自立

支援事業を行っている社会福祉協議会（612
件）、子どもの学習支援事業を行っている

NPO 団体等（757 件）に対して郵送による

アンケート調査を行った。アンケートの回

収率は生活困窮者の自立支援事業 39.1%、

生活困窮者の自立支援事業 37.9%、就業支

援事業 16.5%、家計改善支援事業 25.6%、

子どもの学習支援事業 17.9%であった。 
 
３．健康生活支援ガイド・ツール作成（太

田、坂本、小林） 
１）自治体での食生活支援環境づくり（太

田） 
2024 年 1 月に実施した、生活保護受給者

を支援する全国の福祉事務所 1250 団体及

び生活困窮者を支援する全国の社会福祉協

議会 612 団体に対し行ったアンケート調査

結果、生活保護受給者を対象とした健康に

関する文献検索および公開されている事例、

令和５年の厚生労働省通知「生活困窮者自

立支援制度と健康増進施策との連携」を踏

まえてガイドとツールを作成した。 
 
２）子どもの居場所等における食スキルの

支援環境づくり（坂本） 
ツール・ガイドは、1）学習支援や居場所

事業における調理体験の場面での活用、2）
食事支援の場（こども食堂、フードパントリ

ー、配食支援）での活用、3）子どもや保護

者の自主的な調理スキル向上のためのツー

ルとしての活用、これら 3 つの場面での活

用を想定して作成した。学習指導要領（家庭

編）や年齢に応じて習得すべき調理スキル
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を整理した先行研究等の内容を踏まえて、

年齢に応じた調理内容を整理し、解説した。 
 
３）食品事業者等における食生活支援環境

づくり（小林） 
2024 年 5 月から 2025 年 3 月にかけて、

ワーキンググループによりガイドの構成と

内容について協議を重ね、行政栄養士や厚

生労働省関係部署へのヒアリングを通じて

得られた知見を反映し、実践的な内容とし

て整理・作成した。 
 
４．情報の蓄積・見える化・分析する手法の

検討（村山、西岡） 
先行研究や事例、自治体関係者へのヒア

リングをもとに、１）生活保護制度利用者に

ついて、２）生活困窮層について整理した。 
 
（倫理面への配慮） 

研究対象者に対する人権擁護上の配慮を

おこない、不利益・危険性の排除や説明と同

意（インフォームド・コンセント）を得、文

部科学省・厚生労働省・経済産業省「人を対

象とする声明科学・医学系研究に関する倫

理指針」を遵守し、所属施設の倫理委員会の

審査を受けて実施した。 
 
Ｃ．結果 
１．生活状況を踏まえた栄養・食生活の実

態分析（西岡、堀川） 
１）生活保護制度利用者の生活実態把握 
（西岡） 
令和 5 年度：男性の生活保護利用者では

食品多様性スコア（DVS）が低かった（調

整後 B：-0.59、SE：0.31）。女性では、生活

保護利用と DVS との間に関連はなかった

（調整後 B：-0.17、SE：0.32）。生活保護

を利用する男性で共食習慣がある場合に、

DVS が有意に高かった。 

令和 6 年度：健診データから、生活保護

利用者では喫煙、肥満、運動不足、食生活の

乱れなどの不健康な生活習慣が 30 代以前

から広く見られることが明らかとなった。 
 
２）経済的困難層の食生活実態把握（堀川） 
令和 5 年度：生活保護利用世帯の実収入

総額における食料の合計支出額の割合は、5
年間で有意な変化は認められなかった。内

訳別では、穀類・調理食品・外食の割合の有

意な減少と、菓子類と酒類の割合の有意な

増加がみられた。世帯類型別では、全ての世

帯類型で菓子類の割合の有意な増加が確認

されたが、世帯類型別に傾向が異なる点も

見られた。 
令和 6 年度：対象の生活保護利用世帯に

おいて、電子レンジ所有世帯は、非所有世帯

と食料支出総額に有意差はなく、魚介類・肉

類・油脂調味料類の支出が多く、飲料類の支

出が少なかった。「1 日に１回以上自炊して

いる」群は、非該当群と食料支出総額に有意

差はなく、穀類・魚介類・肉類・野菜/海草

類・油脂調味料類の支出が多く、菓子類・調

理食品類・飲料類の支出が少なかった。 
 
２．国内外の効果的な取組事例の収集（坂

本、小林、太田） 
１）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた国内の効果的な取組事例の収集

（坂本） 
取組事例をリスト化し、そのうち 15 団体

（食事提供（会食）型の支援が 9 件、食材

配布型の支援が 3 件、中間支援団体 3 件）

に聞き取りを行った。食事支援（食生活支援

の中でも食事提供や食材配布の支援を指す）

の実施者側の課題、食事支援を必要として

いる人の抱えている課題などが確認できた。 
支援ガイド、ツール作成についての情報
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は、以下の 3 点に分けて整理した。 
① 食事支援の実施者に向けたツール 
支援を必要としている人のニーズに合っ

た支援を行うことが重要であるため、ニー

ズを的確に把握するアセスメントツールが

有用である。また、配布・調理実習する食材

を選定する段階で、同じ予算でも、より栄養

価の高い食材等を選択ができるための資料

等も有用かもしれない。ある団体では、食事

支援を利用している人が作る料理を見据え

て、食材を選定して（買い足して）提供し、

配布食材を活用して簡単に作ることができ

るレシピを一緒に配布していた。このよう

に食事支援の利用者が、受け取った食品を

活用して簡単に調理ができるようにするた

めの情報も、有用性が高いと思われる。 
① 食事支援を必要としている人に向けた

ツール 
 経済的に困窮している人ほど、時間的な

ゆとりが少ない傾向にあり、特にひとり親

世帯では所得的、時間的な貧困にも陥って

いる世帯が多いことが報告されている。そ

のため、時間をかけて料理をするよりは、手

間をかけずに簡単に食べることができるも

ののニーズが高い。また、世帯年収が少ない

者は、価格や食費節約への関心は高いこと

が報告されている。そのため手間をかけず

に、食費をあまりかけなくても良好な栄養

素摂取を支援するツールは有用性が高い。

安価で手に入りやすく、栄養価の高い代表

的な食材ごとに、簡便な料理方法などを紹

介することが有用かもしれない。また、今回

の視察や聞き取りを通じて、調理スキルが

低いと（または全く料理をしない）、食材提

供等により受け取れる食材の幅が狭まるこ

とが示された。そのため、子どもたちが最低

限の調理スキルを身に付けられるようにす

るためのツールを作成することも有用かも

しれない。 
② その他の観点から 

日本社会全体で、人手不足問題への対応

が課題となっている。同じく、食事支援を行

う団体に聞き取りを進めていく中でも、「後

継者不足に悩んでいる」「次世代へのバトン

タッチが課題」「スタッフが高齢化してい

る」「後任者が見つかっていない」といった、

人手不足に関する意見が複数確認され、先

行研究等とも同様に、食事支援に関する分

野でも人手不足問題が顕著であることが確

認できた。誰一人取り残さない健康づくり

を展開するためには、それぞれの地域で、

様々な担い手により栄養格差を縮小するた

めの食事支援活動が「継続される」ことが重

要である。こうした活動を今後も継続して

いくためには、食事支援を担う人材の育成

していくことも重要と言える。 
その他、聞き取りを進めていく中で、活動

を継続するための資金確保を課題にあげる

団体も多かった。その一方で、助成金や補助

金等の獲得に加え、企業や個人から寄付金

を募って運営資金を確保している団体もあ

った。各団体が、栄養格差を縮小するための

取組を継続するためには、安定的な財源の

確保が課題であり、資金を確保するノウハ

ウ等も共有していく必要がある。 
 
２）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた海外の取組事例の収集（小林） 
アメリカで実施されている SNAP、WIC、

FMNP は、困窮世帯に絞って、直接的な支

援を実施している取組である。また、支援の

みならず、栄養教育も同時に行われている。

その教育内容は多岐に渡るが、健康的な食

品に関する知識の付与のみではなく、殆ど

の取組で健康的な料理のレシピが提供され

ていた。さらに、買い物の方法を含めた日常
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生活で実施可能な具体的な方法に関する教

育も提供されていた。 
Create Healthy Choices (CHC)では、支

援対象者だけでなく、フードパントリーの

ボランティアの訓練を支援する取組や健康

的な食品の寄付を増やすための取組、支援

対象者にとってあまりなじみのない食材に

関する健康的なレシピや料理の実演を食料

品店に提供する取組が報告されていた。 
WIC とヘルシー・スタートは、食料等を

購入するためのヴァーチャーカードを使用

した取組である。WIC は支援対象者が足り

ていない(もしくは過剰に摂取している)栄
養素等を考慮し、支援対象者の状況に応じ

て 7 区分に分類し、支援される食品が細か

く設定されている。WIC では、支援対象者

が WIC フードパッケージの食品の種類や

そのサイズを理解する必要がある。これら

を理解させるための取組として、ショッピ

ングガイドや WIC Shopper アプリの使用

が挙げられる。ショッピングガイドには購

入可能な具体的な食品の量や食品名、購入

時の注意事項が書かれている。また WIC 
Shopper アプリでは、店頭で商品のバーコ

ードを読み取りするだけで、WIC フードパ

ッケージに該当する食品であるか判断する

ことができる仕組みとなっている。このよ

うに食品購入時の利便性を高め、支援対象

者が容易に健康的な食品へアクセスできる

環境を整えている。 
一方、イギリスのヘルシー・スタートは現

時点では、購入可能な食品は提示されてい

るが、WIC のように支援対象者の特性に応

じた栄養素等を設定し、その範囲内での購

入可能な食品に関する細かい設定は報告さ

れていなかった。 
FEAD 加盟国で食品を援助している国は

フランス、イタリアを含めた 11 ヶ国であっ

た。一方、食品と基本的物資を支援している

国も 11 ヶ国であったが G7 は含まれていな

かった。ドイツ、デンマーク、オランダ、ス

ウェーデンの支援は社会的包摂であった。

今 回 、 EU 諸 国 の 取 組 は Diverse 
approaches to supporting Europe’s most 
deprived - FEAD case studies 2021 で報告

された事例のみを収集した。そのため、食支

援の事例はフランス、フィンランド、イタリ

ア、リトアニア、マルタ、スロバキアのみで

あった。 
 
３）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた地域システムの検討：生活保護制

度、生活困窮者自立支援事業における効果

的な栄養・食生活支援の場の検討（太田） 
①被保護者への健康管理支援アンケート結

果（福祉事務所） 
 被保護者の最初の家庭訪問時や面談時に

健康状態について確認（聞き取り）はほとん

どの自治体が実施していた。その中で、食事

の状況について確認（聞き取り）をしている

自治体は半数であった。一方で、健康管理支

援事業はほとんどの自治体で実施されてい

たが、フェイスシート等（チェック票）を使

用し、ふだんの食生活（1 日 3 食など）につ

いて確認項目がある自治体は少なかった。

また、家計改善支援事業でも、食費の確認は

されているが、食事内容の把握は少なかっ

た。食品提供支援（フードバンクなど）や食

育を行っている自治体は少なかった。 
②『生活困窮者の自立支援事業』アンケート

調査（社会福祉協議会他） 
健康・食事の確認ができる可能性がある

事業は、自立相談支援事業、家計改善支援事

業、就労準備支援事業、認定就労訓練事業、

子どもの学習支援事業であった。 
生活困窮者の各種支援事業において、家
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庭訪問時や面談時に食事の状況について確

認（聞き取り）をしている団体は多く、アセ

スメントシートの使用率は高かったが、シ

ートには食生活について確認項目がない団

体が多かった。 
食生活支援の実施状況では、食品提供支

援（フードバンクなど）を行っている団体は

多かったが、食品提供支援（フードバンクな

ど）とあわせ、食生活の助言を行っている団

体は少なかった。子どもの学習支援事業で

健康、食育などの支援をする際に必要なこ

ととして、食育（栄養バランス、生活習慣等）

に関するパンフレット・リーフレット、栄養

士・管理栄養士による料理教室、コメントか

らも料理教室の開催の希望がみられた。 
 
３．健康生活支援ガイド・ツール作成（太

田、坂本、小林） 
１）自治体での食生活支援環境づくり（太

田） 
自治体にある既存の制度や事業の中で、

衛生主管部局等の管理栄養士が生活困窮者

や生活保護受給者等の食生活支援を行う流

れを整理した。健康状態の確認に活用でき

る「健康・食習慣気づきシート」を作成し、

こういったツールの活用により対象者のニ

ーズを把握し、行政内外の連携によって必

要な対応につなげる流れを提示した。 
 
２）子どもの居場所等における食スキルの

支援環境づくり（坂本） 
子どもの居場所等において活用できるガ

イドとツールを作成した。教材は、Web 上

で自由に閲覧できる形式とした。前半は、で

きるだけ安価で、栄養価の高い食事を準備

するための方法を説明した。後半は、年齢に

応じた調理スキルが習得できるように簡単

な料理について動画や写真を用いて解説し

た。また、バランスの取れた食事の学習動画

を掲載した。さらに、調理動画にアクセスす

るための配布用のチラシを利用者が自由に

ダウンロードして活用できるようにした。 
 
３）食品事業者等における食生活支援環境

づくり（小林） 
食品事業者等が活用できるガイドとツー

ルを作成した。①行政栄養士がフードバン

ク等のスタッフに対してフードバンクで取

り扱う食品に関する情報、②フードバンク

等のスタッフがフードバンク等の利用者へ

食生活支援を行う際のポイント、③行政栄

養士が農産物生産者、直売所運営者に対し

て食生活支援を呼びかけたり、規格外野菜

の活用等に関する情報、④農産物生産者、直

売所のスタッフが利用者へ食生活支援を行

う際のポイント、⑤行政栄養士が食品小売

店に対して食生活支援や健康に資する食品

を消費者が購入しやすい食環境づくりを呼

びかけるための情報、⑥食品小売店が生活

困窮者の食生活支援を行う意義や食生活支

援を実施するためのポイントとした。また、

活用ツールとして、食品の栄養成分表示の

確認方法、規格外野菜の活用、レシピや食環

境整備の企画提案書を提示した。 
 

４．情報の蓄積・見える化・分析する手法の

検討（村山、西岡） 
１）生活保護利用者については、自治体が

有する被保護者の健康・医療関連データの

活用可能であり、①全ての自治体が保有す

るデータ（福祉事務所）、②自治体毎に通常

業務の中で把握可能なデータ（福祉事務所）、

③福祉事務所以外の行政部門が把握可能な

データ、④健康づくり部門が追加で把握す

るデータを示し、以上の①～④のデータを

連結して分析した事例を提示した。 
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２）生活困窮層については、全ての自治体

が保有するデータは無く、生活保護のよう

に健康管理支援事業はないため健康データ

がまとまっていなく、自立相談支援事業、家

計改善支援事業、就労準備支援事業、生活困

窮世帯の子どもの学習・生活支援事業の最

初の面談時のアセスメントシートの作成と

実施により状況を把握することができる場

合があり、いくつかの自治体では、独自の共

通データベースを作成していることが把握

できた。 
 
Ｄ．考察 
１．生活状況を踏まえた栄養・食生活の実

態分析（西岡、堀川） 
１）生活保護制度利用者の生活実態把握 
（西岡） 
令和 5 年度：本研究で得られた推定結果

に関して、いくつかのメカニズムが考えら

れる。第一に、同じ生活水準の人と比べて

も、生活保護利用者が低い食品多様性スコ

ア（DVS）と独立して関連していた理由は、

資産や識字レベルの格差によって説明でき

るかもしれない。第二に、生活保護と DVS
の関連における性差は、調理スキルの違い

によって説明できるだろう。生活保護の利

用が DVS の低さと関連するという知見は、

重要な政策的意味を持ちうる。これらの結

果は、利用者の食生活を改善するためのさ

らなる支援の必要性を示唆している。被保

護者健康管理支援事業が 2021 年 1 月より

福祉事務所における必須事業に位置付けら

れた。本研究の結果から、特にケースワーカ

ーや健康管理支援の担当者による定期的な

利用者への訪問を契機として、食生活支援

が必要な利用者に地域の食事場所の情報提

供などを行うことで、食の多様性を含めた

食生活の改善が期待できる可能性がある。 

令和 6 年度：生活保護利用以前から不健

康な生活習慣が形成されている実態が示さ

れ、より若年期からの健康教育・生活習慣支

援の重要性が示唆された。今後は若年層を

対象とした包括的な予防的介入の推進が必

要である。 
 
２）経済的困難層の食生活実態把握（堀川） 
令和 5 年度：生活保護利用世帯の実収入

総額における食料の合計支出額の割合は、5
年間で有意な変化は認められず、生活保護

利用世帯の食料の支出額が一定に維持され

たことが推察された。一方で、内訳別にみる

と、穀類・調理食品・外食の割合の有意な減

少と、菓子類と酒類の割合の有意な増加が

みられた。世帯類型別では、全ての世帯類型

で菓子類の割合の有意な増加が確認された

が、世帯類型別に傾向が異なる点も見られ

た。このことから、限られた支出額の中で、

食品選択を可能とするための支援を、世帯

類型別のアプローチも含め検討する必要性

が示唆された。 

令和 6 年度：本研究において、対象の生

活保護利用世帯では、調理家電製品の所有

有無や食行動の違いが、食料の支出の特徴

と関連した。今後、本結果の背景やさらにど

のような条件が食生活に影響するのかにつ

いての検討が必要である。 
 
２．国内外の効果的な取組事例の収集（坂

本、小林、太田） 
１）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた国内の効果的な取組事例の収集

（坂本） 
食事支援の実施者に向けたツールとして、

食材配布型の支援であれば支援を必要とし

ている人のニーズを把握するアセスメント

のツールや、配布する食材を選定する段階
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で栄養面に配慮した選択ができるようにす

るためのツール等も有用であろう。食事支

援を必要としている人に向けたツールとし

ては、調理スキルが低いと（または全く料理

をしないと）、食材提供等により受け取れる

食材の幅が狭まることが確認されたため、

最低限の調理スキルを習得するためのツー

ルが有用かもしれない。 
 
２）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた海外の取組事例の収集（小林） 
アメリカ、EU 諸国、イギリスにおいて、

各々の国の状況に応じた社会経済的要因に

よる栄養格差を縮小する取組が実施されて

いた。支援対象者だけでなく、食支援者に対

しても教育を行ったり、支援対象者へ栄養

教育を行うためのツールを食支援者が活用

したりすることで、食支援者が食の専門家

でなくとも支援対象者の栄養についての理

解が深まり、栄養格差の是正に繋がると考

えらえる。 
北欧のスウェーデンにおける子どもの貧

困対策において、貧困を削減するというよ

り、すべての子どもと子育て家庭を対象に

した教育、医療、福祉の対人社会サービスを

地方政府、現金給付を中央政府が担うこと

を大枠とし、そこに地方政府による対象を

限定した経済的支援を加えることで、結果

として子どもの貧困対策としても成果をあ

げていると報告している。今後、北欧諸国で

の取組についてもさらに事例を収集するこ

とで、手厚い福祉支援の取組案を作成する

ことに繋がる可能性が考えられた。 
 
３）社会経済的要因による栄養課題の解決

に向けた地域システムの検討：生活保護制

度、生活困窮者自立支援事業における効果

的な栄養・食生活支援の場の検討（太田） 

生活保護制度、生活困窮者自立支援事業、

就業支援事業、家計改善事業、子どもの学習

支援事業の各事業の初回の面接時に、全事

業共通項目の食事状況および食事内容の確

認・評価を行い(ベースライン)、同事業内、

または他の事業内でも再評価できる機会を

つくるシステムが効果的であると考える。   
食生活支援の実施の場としては、生活保

護制度では健康管理支援事業で行政の看護

師、保健師、管理栄養士などの専門職との連

携が可能になる。生活困窮者自立支援事業

では、家計改善支援制度で栄養、食事指導、

簡単な自炊の指導を行い、また就業支援、子

どもの学習支援の場で規則的な生活を送る

自立支援の一環としてとして簡単な自炊の

指導、栄養指導、食育を行うことが効果的で

あると考える。また、食品配布事業団体であ

るフードバンクと全事業を対象とする料理

教室などのイベント開催も支援者の連携を

広げる意味でも食生活支援の強化につなが

ると考える。 
 
３．健康生活支援ガイド・ツール作成（太

田、坂本、小林） 
自治体での食生活支援、子どもの居場所

等における食スキルの支援、食品事業者等

における食生活支援のための環境づくりに

向けた取組等に係るガイド・ツールを作成

した。今後、本ガイド等の活用により、地域

全体で健康格差の是正を目指す支援が進め

られることが期待される。 
 
４．生活困窮層の情報の蓄積・見える化・分

析する手法の検討（村山、西岡） 
生活保護制度利用者については、福祉事

務所が保有するデータとその他のデータを

連結して、健康課題を持つ人の特性を分析

することで、優先的に対策が必要な層を明
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らかにすることができる。一方、生活困窮層

については、自治体が保有するデータが無

いため、把握可能な方法を検討することか

ら始める必要がある。 
 
Ｆ．健康危機情報 
該当事項なし 
 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 
1）堀川千嘉、村山伸子、太田亜里美、坂本

達昭、小林知未、西岡大輔．生活保護利用世
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